
 
 

飆 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

労働者の人材確保について、現在 4700 人が不足して

いることから総力を挙げて人材の確保に向け、県と

して人材の育成等について支援していることが報告

されました。地域包括ケアシステムについては、国

の方針が明確になっている以上、実効性をあるもの 

にしていくことが重要でありまさに高齢者を支える

仕組みづくりに県として市町村の支援に務めていく

旨報告されました。最後に、介護保険事業の住民参

加について、パ直接的な明言はさけながら、ブリッ

クコメントの必要性については了解しました。 
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１面 介護保険制度にかか

わる県への要請 
    
２面 年金制度 
   下越・阿賀南統合 

県退職者連合の四役は、介護保険

制度・地域包括ケアシステムの構築

に向け、12 月 20 日、新潟県社会福

祉保健部長に要請行動を実施しま

た。 

県からは、部長、担当課長が出席

した他、燕市選出の高倉県議会議員

も駆けつけました。冒頭、早川会長

から 10 項目からなる要請書を渡し

ました。 

焦点となっている予防給付の新

総合事業への移行について、県では

自治体に直接訪問し課題の整理を

していること、利用者への説明につ

いては、きめの細かい情報の発信や

交換を県としても支援してきてい

ることなどが報告されました。介護 

期日  ７月２６日（水）午後１時３０分～ 
会場  新潟市駅前 ガレッソホール 
議題  16 年度活動報告 16 年度会計報告 
    今後の退職者組織の組織運営方法 
    17 年度活動方針 １６年度予算 
    規約改正  17 年度役員体制 

 昨年から協力をお願いしていました「給付型奨学

金制度の創設を求める署名」は、加入組織から１１

団体、地域組織から３地域の署名が寄せられました。

 署名は中央労福協へ送付されました。ご協力に心

から感謝申し上げます。 

第２５回定期総会 

   日程決まりました 

給付型奨学金制度創設署名 

 協力ありがとうございました 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

改正年金制度の研修会 
―年金額はどう変わる？－ 

下越と阿賀南統合問題 
本年中に統合の総会を開催 

 2 月 23 日、第 3 回幹事会終了後、改正年金制度に

ついての研修会を万代市民会館で開催しました。 
講師には、新潟東年金事務所の中浜副所長からお

いでいただき説明をいただきました。 
年金制度の仕組みから、計算法方法まで多岐にわ

たる説明がありました。特に、「年金額の改定ルール」

について、マクロ経済スライドでの調整、賃金変動

と物価変動に伴う改定について、図を示し詳しく説

明がありました。 
＊説明資料はまだ予備があります。希望される方

は事務局まで連絡をお願いします。 

 「高齢協の今後の組織運営のあり方」に基づき、

下越地域と阿賀南を統合することになりました。2
月 23 日、幹事会終了後、双方の会長事務局長と県退

職者連合の打ち合わせが行われました。 
 両社が統合する総会については本年中に開催する

ことを確認しました。また、規約、活動方針、役員

体制予算のあり方については、再度、事務局から具

体的内容を示し意見交換することとしました。 
 統合によってエリアが大きく広がることから総会

の開催を持ち回りにしたり、地域ごとに連絡体制を

つくるなどの様々な意見が出されました 


